
従前戸籍が免許証に記載されている本籍地・氏名と異なる場合

戸籍の変更が複数回あり、免許証に記載された本籍地や氏名が従前戸籍と異なる場合、
本籍地や氏名が従前戸籍と一致するまでの期間の変更が確認できる書類の提出が必要です。
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婚姻 本籍地変更 離婚

戸籍の氏名 阪神 花子 兵庫 花子 兵庫 花子 阪神 花子

本籍地 兵庫県 大阪府 岡山県 岡山県

従前戸籍
（現在の戸籍の
一つ前の戸籍）

阪神 花子 阪神 花子 兵庫 花子 兵庫 花子

兵庫県 兵庫県 大阪府 岡山県

免許証の
氏名と本籍地

• 戸籍謄本(又は抄本)では、現在の戸籍の一つ前の戸籍(従前戸籍)を確認することはできますが、
複数回戸籍情報を変更すると、戸籍謄本(又は抄本)だけでは以前の変更内容を確認できません。

• 入籍や転籍、除籍をするたびに従前戸籍の記載内容は変わります。その場合、除籍謄本や改製原
戸籍などによって変更の履歴を追っていくことができます。

• 上記の図のように、 の部分が一致しない場合、複数回変更した戸籍の履歴が確認できる書
類（除籍謄本、改製原戸籍等）の提出が必要になります。


